
～地球温暖化防止活動推進員の派遣制度のこ案内～

長野県地球温暖化防止活動推進センターでは、地球温暖化問題を身近に感じ、考えて

いただ<た めに 「地球温暖化防止活動推進員」を県内各地域で開催される研修会や講習会

等へ講師として派遣します。
地域や学校、事業所、あるいは市町村で地球温暖化防止に向けた研修会等を開催する

際には、ぜひ、この推進員派遣制度をご活用<だ さい。

対象となる研修会等

(1)対象となる主催者

市町村や学校、事業所、町内会、市民グループ、PttAなどどなたでも申し込みができます。

(2)研修会等の条件

①長野県内で開催 ② 県内居住・通勤(学)者対象 ③ 受講者概ね20人 以上

(3)対象となる研修会等の内容

地球温暖化防止に関するテーマ

E申 請方法等

所定の申請書 (裏面※)に必要事項を記

入し、研修会等の開催予定日1ケ月前までに

長野県地球温暖化防止活動推進センター

に申請してください。

*申請書を審査し、適当と認められる場合は、

派遣する推進員氏名などを通知します。

*研修会等終了後、聴講者全員に所定のアン

ケートをとつていただきます。

*研修会等を実施してから10日以内に結果

報告書を提出していただきます。

※制度の要綱・申請書等は

http://www.dia.ianis,0「.ip/～nccca/

からもダウンロードできます。

EI推進員への旅費
推進員の研修会等当日の旅費 (自宅⇔研修会等会場)については、長野県地球温暖化

防止活動推進センターが負担します。

ロヨ申請及び間合せ先
長野県地球温暖化防止活動推進センター(受付時間:午前9時～午後5時)

住所 〒 380‐0835長 野市新田町1513…2(82プ ラザ長野)

電話 026‐ 237‐ 6620 FAX 026‐ 238‐ 9780

研修会主催者の方
地球温暖化防止活動
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研 修 会 の 名 称

及 び テ ー マ

名 称 :

テーマ :

(具体的 に)
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日  時
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平 成 年 月 日 ( ) 時 分 ～ 時 分

使 用 施 設

(名 称 、 住 所 )

名  称

住  所

電話番号

参 加  対  象  者

(予定人数 )

推進員について特に希望のある場合に、

(推進員の氏名、講演の内容等)

記入 して ください。

第 1

希望

第2

希望

備考 申 請者が個人の場合にあっては、記入押印に代えて署名することができます。


